
- 1 -

○登録免許税はどのように計算するのですか？

（情報番号１３１２ 全８頁）

売買，相続などによる所有権の移転の登記，抵当権の設定の登記などの申請をす

る場合は，法律で定められた登録免許税を納付する必要があります。

１ 登録免許税額の計算方法

登録免許税額は，原則として次のように計算します。

登録免許税額 ＝ （課税標準）×（税率）

課税標準は，申請する登記の種類によって，①不動産の価額による場合，②債

権金額による場合，③不動産の個数による場合の三つがあります。

２ 売買を原因とする所有権移転登記の場合

①課税標準

市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は，その価

格です。市区町村役場で証明書を発行しています。

固定資産課税台帳の価格がない場合は，登記所が認定した価額です。不動産

を管轄する登記所の登記官にお問い合せください。

１，０００円未満の端数は切り捨てます。価格が１，０００円未満である場

合は，１，０００円になります。

②税 率

土地の売買

○平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 1000分の10

○平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで 1000分の13

○平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで 1000分の15

○平成２５年４月１日から 1000分の20

土地以外の不動産の売買

○平成１８年４月１日から 1000分の20

なお，個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を購入した場合には，市区町村

長などが発行する証明書を添付して，購入から１年以内に所有権移転登記を受

けるものに限り，税率が1000分の3に軽減されます（租税特別措置法第73条）。
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③税 額

①の課税標準額に②の税率を乗じて計算した額です。計算した額に１００円

未満の端数があるときはこれを切り捨て，計算した額が１，０００円未満であ

るときは１，０００円とします。

※ なお，平成２０年１月１日から平成２５年３月３１日までの間，オンライ

ンにより申請する場合に限り，登録免許税法その他登録免許税に関する法令

の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額

が控除されます（ただし，控除額は平成２３年７月１日から平成２４年３月

３１日までの間に受ける登記の申請については，4,000円が限度となり，平

成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に受ける登記の申請に

ついては，3,000円が限度となります。）。

☆計算例１（固定資産課税台帳の価格が5,125,300円の土地の売買による所有権

の移転の登記の場合）

【課税標準】

（固定資産課税台帳の価格） （1,000円未満切捨） 課税標準

5,125,300円 → 5,125,000円 5,125,000円

※ 課税標準額の計算に当たって，複数の不動産を同一の申請書で申請する

ときは，それぞれの不動産の固定資産課税台帳の価格の合計額から，1,00

0円に満たない額を切り捨てる。

【登録免許税額】

○平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの間に受ける登記の申請

（課税標準） （税率） （100円未満切捨）

5,125,000円 × 13/1000 ＝ 66,625円 → 66,600円

登録免許税額は，６６，６００円になります。

※オンライン申請の場合

（控除額）(注) （100円未満切捨）

66,625円 － （66,625円×10/100） ＝ 62,625円 → 62,600円

(注) 控除額は平成２３年７月１日から平成２４年３月３１日までの間に受

ける登記の申請については，4,000円が限度となります。

登録免許税額は，６２，６００円になります。



- 3 -

○平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に受ける登記の申請

（課税標準） （税率） （100円未満切捨）

5,125,000円 × 15/1000 ＝ 76,875円 → 76,800円

登録免許税額は，７６，８００円になります。

※オンライン申請の場合

（控除額）(注) （100円未満切捨）

76,875円 － （76,875円×10/100） ＝ 73,875円 → 73,800円

(注) 控除額は平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に受

ける登記の申請については，3,000円が限度となります。

登録免許税額は，７３，８００円になります。

○平成２５年４月１日から

（課税標準） （税率） （100円未満切捨）

5,125,000円 × 20/1000 ＝ 102,500円 → 102,500円

登録免許税額は，１０２，５００円になります。

☆計算例２（固定資産課税台帳の価格が3,246,600円の建物の売買による所有権

の移転の登記の場合）

【課税標準】

（固定資産課税台帳の価格） （1,000円未満切捨） 課税標準

3,246,600円 → 3,246,000円 3,246,000円

※ 課税標準額の計算に当たって，複数の不動産を同一の申請書で申請する

ときは，それぞれの不動産の固定資産課税台帳の価格の合計額から，1,00

0円に満たない額を切り捨てる。

【登録免許税額】

（課税標準） （税率） （100円未満切捨）

3,246,000円 × 20/1000 ＝ 64,920円 → 64,900円

登録免許税額は，６４，９００円になります。

※オンライン申請の場合

（平成２３年７月１日から平成２４年３月３１日までの間に受ける登記の申

請）
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（控除額）(注) （100円未満切捨）

64,920円 － （64,920円×10/100） ＝ 60,920円 → 60,900円

(注) 控除額は平成２３年７月１日から平成２４年３月３１日までの間に受

ける登記の申請については，4,000円が限度となります。

登録免許税額は，６０，９００円になります。

（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に受ける登記の申

請）

（控除額）(注) （100円未満切捨）

64,920円 － （64,920円×10/100） ＝ 61,920円 → 61,900円

(注) 控除額は平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に受

ける登記については，3,000円が限度となります。

登録免許税額は，６１，９００円になります。

３ 相続，贈与などを原因とする所有権移転登記の場合

①課税標準

市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は，その価

格です。市区町村役場で証明書を発行しています。

固定資産課税台帳の価格がない場合は，登記所が認定した価額です。不動産

を管轄する登記所の登記官にお問い合せください。

１，０００円未満の端数は切り捨てます。価格が１，０００円未満である場

合は，１，０００円になります。

②税 率

相続又は法人の合併による移転は1000分の4，贈与などその他の原因は1000

分の20

③税 額

①の課税標準額に②の税率を乗じて計算した額です。計算した額に１００円

未満の端数があるときは切り捨て，計算した額が１，０００円未満であるとき

は１，０００円とします。

※ なお，平成２０年１月１日から平成２５年３月３１日までの間，オンライ

ンにより申請する場合に限り，登録免許税法その他登録免許税に関する法令

の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額

が控除されます（ただし，控除額は平成２３年７月１日から平成２４年３月
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３１日までの間に受ける登記の申請については，4,000円が限度となり，平

成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に受ける登記の申請に

ついては，3,000円が限度となります。）。

４ 所有権保存登記の場合

①課税標準

市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は，その価

格です。市区町村役場で証明書を発行しています。

固定資産課税台帳の価格がない場合は，登記所が認定した価額です。不動産

を管轄する登記所の登記官にお問い合せください。

１，０００円未満の端数は切り捨てます。価格が１，０００円未満である場

合は，１，０００円になります。

②税 率

1000分の4

なお，個人が住宅用家屋を新築し，又は一定の要件（未使用など）を満たす

住宅用家屋を購入した場合には，市区町村長などが発行する証明書を添付して，

新築又は購入から１年以内に所有権保存登記を受けるものに限り，税率が1000

分の1.5に軽減されます（租税特別措置法第72条の2）。

③税 額

①の課税標準額に②の税率を乗じて計算した額です。計算した額に１００円

未満の端数があるときは切り捨て，計算した額が１，０００円未満であるとき

は１，０００円とします。

※ なお，平成２０年１月１日から平成２５年３月３１日までの間，オンライ

ンにより申請する場合に限り，登録免許税法その他登録免許税に関する法令

の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額

が控除されます（ただし，控除額は平成２３年７月１日から平成２４年３月

３１日までの間に受ける登記の申請については，4,000円が限度となり，平

成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に受ける登記の申請に

ついては，3,000円が限度となります。）。

平成２２年１月１日から適用対象となる建物の所有権の保存登記について

は，当該建物の表題登記もオンラインを利用して申請されたものに限られま

す。

５ 抵当権設定登記の場合

①課税標準
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債権金額です。１，０００円未満の端数は切り捨てます。債権金額が１，０

００円未満の場合は，１，０００円になります。

②税 率

1000分の4

個人が一定の要件を満たす住宅用家屋の購入資金の借入れのために設定する

場合などは，税率が1000分の1に軽減されます（租税特別措置法第74条）。

③税 額

①の課税標準額に②の税率を乗じて計算した額です。計算した額に１００円

未満の端数があるときは切り捨て，計算した額が１，０００円未満の場合には，

１，０００円になります。

※ なお，平成２０年１月１日から平成２５年３月３１日までの間，オンライ

ンにより申請する場合に限り，登録免許税法その他登録免許税に関する法令

の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額

が控除されます（ただし，控除額は平成２３年７月１日から平成２４年３月

３１日までの間に受ける登記の申請については，4,000円が限度となり，平

成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に受ける登記の申請に

ついては，3,000円が限度となります。）。

☆計算例（債権金額が15,000,000円の抵当権を設定する登記の場合）

【課税標準】

（債権金額）

15,000,000円

【登録免許税額】

（課税標準） （税率）

15,000,000円 × 4/1000 ＝ 60,000円

登録免許税額は，６０，０００円になります。

※オンライン申請の場合

（平成２３年７月１日から平成２４年３月３１日までの間に受ける登記の申

請）

（控除額）(注)

60,000円 － （60,000円×10/100） ＝ 56,000円

(注) 控除額は平成２３年７月１日から平成２４年３月３１日までの間に受
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ける登記の申請については，4,000円が限度となります。

登録免許税額は，５６，０００円になります。

（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に受ける登記の申

請）

（控除額）(注)

60,000円 － （60,000円×10/100） ＝ 57,000円

(注) 控除額は平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に受

ける登記の申請については，3,000円が限度となります。

登録免許税額は，５７，０００円になります。

６ 抵当権の抹消，所有者の住所又は氏名の変更の登記などの場合

①課税標準 登記する不動産の個数

②税 率 不動産１個につき１，０００円

なお，同一の申請書で20個以上の不動産について登記の抹消をする

場合は，２０，０００円になります。

住居表示の実施に伴って住所の表示を変更する場合は，非課税です。

☆計算例（土地及び建物各１個に設定されている一つの抵当権を抹消する場合）

（課税標準） （税率）

【登録免許税額】 ＝ 2個 × 1,000円 ＝ 2,000円

課税標準は，土地１個，建物１個の計２個になります。

登録免許税額は２，０００円になります。

７ 登録免許税の納付

登録免許税を納付する場合には，原則として現金で国（税務署等）に納付し，

その領収証書を登記の申請書に貼り付けて提出することになります。しかし，登

録免許税の額が３万円以下である場合その他特別の場合には，収入印紙を申請書

に貼り付けて提出することによって納付することができるものとされています。

これらの領収証書又は収入印紙を申請書に貼り付けるには，直接申請書に貼り

付けないで別葉の白紙（収入印紙貼付台紙）に貼り付けてこれを申請書に合綴し，

申請書と白紙とに契印をしてください。
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